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 ≪推進方向≫ 

 

 ○ 国、県、市町村がユニバーサルデザインの考え方に基づき、一層の連携を図り、道路

整備を進めていきます。 

 

 ○ 交通の安全を確保するため、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、信号機など公

共工作物の整備に努めていきます。 

 

○ 利用者の意見を聴き、その意見を反映した整備に努めていきます。 

 

 ○ 積雪等に対して、安全・安心に配慮したまちづくりの整備に努めていきます。 

 

 ≪取り組み例≫ 

 

 ① 歩道の段差解消や十分な幅員の確保 

 ② 市街地の無電柱化の促進 

③ 設計・施工業者等に対するユニバーサルデザインの意識づくり 

 ④ 利用者から意見を聴く機会の設定 

⑤ 冬季における安全の確保のため、迅速で適切な除雪体制及び消雪歩道の整備  など 

 

 
無散水消雪歩道

路肩を広げ、歩行空間と

して利用（完了後）
狭い路肩を歩き登校

（着工前）

幅広路肩による歩行空間の確保

こんなことＵＤ
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無散水の消雪歩道
です。冬期間も安
全、快適に歩くこ
とができます。ま
た、歩道は幅が広
く、車いす利用の
方も通行が容易に
できます。目の不
自由な方のための
視覚障がい者誘導
用ブロックも設置
されています。
〈アクセシビリテ
ィ〉
〈使いやすさ〉

 

 

※ 左側の写真は、H15.3「ユニバーサルデザイン事例集」（山形県総務部総合政策室）による。 

 

（４）住 宅 

 

 ≪現状と課題≫ 

 

 ○ 新築の住宅にはユニバーサルデザインの考え方が反映されてきていますが、既存の住

宅では資金等の関係から、ユニバーサルデザイン化があまり進んでいません。 

 

 ○ 資金や床面積の関係などから、建設時点で特に必要とされない設備などは整備されず、

その後、家庭状況や身体的能力の変化に応じて住宅改修が必要となり、その都度にかな

りの資金や資源が必要になることがあります。 

 

 ○ 住宅内のちょっとした段差や手すりがない階段などでの事故が増えています。 
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 ≪推進方向≫ 

 

 ○ 県民に対して、住宅の新築や増改築の際には、ユニバーサルデザインの考え方を取り

入れるよう普及啓発を図っていきます。 

 

 ○ 建築士や施行業者などの住宅建設関係者に対して、ユニバーサルデザインの意識づく

りを進めていきます。 

 

 ≪取り組み例≫ 

 

 ① ユニバーサルデザイン化された住宅や住宅設備の紹介 

 ② 県民、建築士や施行業者に対するユニバーサルデザインの研修会等の実施 

 ③ 県民向け相談窓口を設置し、住宅のユニバーサルデザイン化を支援  など 

 

車いすにも対応したトイレ こんなことＵＤ 

膝が入るスペース 十分な広さがあり、手すりも設置され、車いすを利
用する方だけでなく、高齢者にも便利です。
〈アクセシビリティ〉〈使いやすさ〉

流し台の下に膝が
入るスペースがあ
り、車いす利用の
方だけでなく、座
って作業するのに
便利です。

〈アクセシビリテ
ィ〉
〈使いやすさ〉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 右側の写真は、H15.3「ユニバーサルデザイン事例集」（山形県総務部総合政策室）による。 

 

（５）公園 

 

 ≪現状と課題≫ 

 

 ○ 公園などの「憩いの場」を整備するにあたり、利用者の多様なニーズを十分に把握し、

反映させていない例が見受けられます。 

 

 ○ 公園のトイレなど敷地内にある設備の清掃などの管理が行き届かず、利用者に不便さ

を感じさせることがあります。 

 

 ≪推進方向≫ 

 

 ○ 公園などの「憩いの場」について、誰もが利用しやすいよう、案内表示等のユニバー

サルデザイン化を進めていきます。 

 

 ○ 公園の施設などの管理についても、利用者のニーズを反映し、すべての人が快適に過

ごすことができるようユニバーサルデザインの考え方を取り入れていきます。 
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 ≪取り組み例≫ 

 

 ① ゆっくりくつろぐことができるベンチや多目的トイレの設置 

 ② 公園などの設備・管理者などに対するユニバーサルデザインの意識づくり など 

 

 
こんなことＵＤ多目的トイレ  

休憩施設など 
公園内に設置され
た多目的トイレに
は、入口の段差はな
く、子ども連れや障
がいのある方など
もみんなで使える
よう配慮されてい
ます。
（アクセシビリテ
ィ〉
〈使いやすさ〉

遊歩道から休憩施
設には、段差なく入
れるようになって
います。
また、視覚を遮らな
いよう柱の位置を
設定するなど景観
にも配慮されてい
ます。
〈アクセシビリテ
ィ〉
〈使いやすさ〉

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 右側の写真は、H15.3「ユニバーサルデザイン事例集」（山形県総務部総合政策室）による。 

 

（６）付帯設備 

 

 ≪現状と課題≫ 

○ 公衆電話や自動販売機、受付カウンターなどの建築物等の付帯設備にユニバーサルデ

ザインの考え方が反映されていないため、利用しにくいものがあります。

 ○ 建築物等の付帯設備について、積極的で活発な製品開発は始まったばかりです。

 ≪推進方向≫

 ○ ユニバーサルデザイン化された付帯設備について、利用者や事業者などの意識づくり

を進めていきます。

 ○ ユニバーサルデザインの考え方に基づく付帯設備の開発、利用促進を進めていきます。

≪取り組み例≫

 ① ユニバーサルデザイン化された付帯設備の利用促進に関する広報及び情報提供

 ② ユニバーサルデザインの考え方に基づいた付帯設備に係る利用者、事業者、開発者の

連携による研究会の設置

③ 子どもや車いすでも利用しやすい高さの違う受付カウンターや公衆電話の設置

④ 視覚・聴覚に障がいのある人や車いすの利用者などみんなに配慮されている音声装置

やカメラ、窓、鏡などが整備されたエレベーターの設置  など
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